
３ 平成 31 年 2 月 1 日　広報ふっさ　No.1016 市役所の代表電話番号は 
防
災
情
報
の
配
信
な
ど
、
生
活
に
役
立
つ
「
ふ
っ
さ
情
報
メ
ー
ル
」
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
（
登
録
方
法
は
ふ
っ
さ
わ
た
し
の
便
利
帳
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
を
ご
覧
く
だ
さ
い
）

▼配偶者控除・配偶者特別控除の改正について

　平成 31 年度（平成 30 年分）の住民税より、合計

所得金額が 1,000 万円を超える方は、配偶者控除お

よび配偶者特別控除の適用対象外となります。また、

配偶者特別控除の適用は、対象となる配偶者の合計

所得金額が 38 万円超 123 万円以下となります。

▼上場株式等の配当所得等に係る個人住民税の課税

方式の選択について

　特定上場株式等の配当所得等を含めた所得税の確

定申告書が提出された場合でも、その後に個人住民

税の申告により記載された事項をもとに、所得税と

異なる課税方式を選択できます。申告者の自己責任

において、「申告不要制度適用・総合課税・申告分離

課税」を選択してください。

　なお、所得税と異なる課税方式を選択する場合に

は、個人住民税の納税通知書の送達日までに、確定

申告とは別に個人住民税の申告書の提出が必要です。

【問合せ】課税課市民税係☎ 551・1610

申告に関する市役所からのお知らせ
納税義務者の合計所得金額（給与所得のみの場合の納税義務者の給与収入額）【参考】配偶者の

収入が給与所得だ
けの場合の配偶者
給与等の収入金額

900万円以下（1,120
万円以下）

900万円超 950万円以
下（1,120 万円超 1,170
万円以下）

950 万円超 1,000 万
円以下（1,170 万円
超 1,220 万円以下）

1,000 万円超
（1,220 万 円
超）

配 偶 者 
控除

配偶者の合計所得金額
38万円以下

33 万円 22万円 11万円 -
1,030,000円以下

老人控除対象配偶者 38 万円 26万円 13万円 -

配 偶 者 
特 別 控
除

38万円超 90万円以下 33 万円 22万円 11万円 -
1,030,000円超

1,550,000円以下

90 万円超 95万円以下 31万円 21万円 11万円 -
1,550,000円超

1,600,000円以下

95 万円超 100万円以下 26 万円 18万円 ９万円 -
1,600,000円超

1,667,999円以下

100 万円超 105万円以下 21万円 14万円 ７万円 -
1,667,999円超

1,751,999円以下

105 万円超 110万円以下 16 万円 11万円 ６万円 -
1,751,999円超

1,831,999円以下

110 万円超 115万円以下 11万円 ８万円 ４万円 -
1,831,999円超

1,903,999円以下

115 万円超 120万円以下 ６万円 ４万円 ２万円 -
1,903,999円超

1,971,999円以下

120 万円超 123万円以下 ３万円 ２万円 １万円 -
1,971,999円超

2,015,999円以下

123 万円超 - - - - 2,015,999円超

▼改正後の配偶者控除および配偶者特別控除の控除額一覧

募
集
情
報

消
防
少
年
団
員
募
集
！ 

～
私

た
ち
と
一
緒
に
活
動
し
て
み
ま

せ
ん
か
？
～

　

福
生
消
防

少
年
団
で
は
、

一
緒
に
活
動

す
る
団
員
を

募
集
し
て
い

ま
す
。

▼
消
防
少
年

団
と
は
？

　

防
火
・

防
災
に
関
す
る
知
識
・

技
術
を
身
に
つ
け
る
と
と
も

に
、
規
律
あ
る
団
体
活
動
や
奉

仕
活
動
な
ど
を
通
じ
て
、
社
会

の
基
本
的
な
ル
ー
ル
を
き
ち
ん

と
守
り
、
思
い
や
り
の
心
を

持
っ
た
責
任
感
の
あ
る
大
人
に

育
つ
よ
う
、
日
々
の
活
動
に
取

り
組
ん
で
い
ま
す
。

【
活
動
内
容
】
月
１
～
２
回
程

度
の
活
動
で
、
消
防
の
仕
事
や

介
護
保
険
相
談
員
募
集

【
募
集
人
員
】
1
人

【
任
用
期
間
】　

２
０
１
９
年
4
月

1
日
～
２
０
２
０
年
3
月
31
日

【
受
験
資
格
】
福
祉
・

保
健
等

の
専
門
知
識
お
よ
び
経
験
を
有

す
る
方
（
介
護
支
援
専
門
員
の

資
格
を
有
す
れ
ば
な
お
可
）

【
勤
務
時
間
】
月
～
金
曜
日
の

う
ち
週
４
日
勤
務
、
原
則
午
前

公
民
館
保
育
室
保
育
者
（
パ
ー

ト
タ
イ
マ
ー
）
を
募
集
し
ま
す

　

公
民
館
主
催
事
業
・

講
座
に

関
わ
る
保
育
者
を
募
集
し
ま
す
。

【
募
集
人
数
】
３
人

【
任
用
期
間
】　

２
０
１
９
年
4
月

1
日
～
２
０
２
０
年
3
月
31
日

【
応
募
資
格
】
保
育
士
、
幼
稚

園
教
諭
・

小
学
校
教
諭
の
い
ず

れ
か
の
有
資
格
者
、
ま
た
は
資

格
取
得
見
込
者
（
市
内
在
住
で

あ
る
か
は
問
い
ま
せ
ん
。）

【
勤
務
日
】
主
に
火
・

木
・

金
曜

日
に
行
わ
れ
る
保
育
講
座
開
設

福
生
市
地
域
福
祉
推
進
委
員
会

委
員
を
募
集
し
ま
す

　

市
民
の
福
祉
向
上
と
地
域
福

祉
の
推
進
を
図
る
た
め
、
学
識

経
験
者
、
福
祉
保
健
・

医
療
関

係
機
関
、ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
、

社
会
福
祉
協
議
会
や
市
民
の
代

表
で
構
成
す
る
福
生
市
地
域
福

祉
推
進
委
員
会
を
設
置
し
、
福

祉
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
項

に
つ
い
て
審
議
等
を
行
っ
て
い

ま
す
。

　

こ
の
度
、
現
委
員
の
任
期
満

了
に
伴
い
、
新
た
に
市
民
代
表

の
委
員
を
公
募
し
ま
す
。
高
齢

者
福
祉
、
介
護
福
祉
、
障
害
者

福
祉
、
そ
の
他
地
域
福
祉
全
般

に
つ
い
て
関
心
を
お
持
ち
の
方

は
、
ぜ
ひ
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

【
募
集
人
員
】
4
人
以
内

【
任
期
期
間
】
２
０
１
９
年
4
月

1
日
～
２
０
２
２
年
3
月
31
日

【
応
募
資
格
】
満
20
歳
以
上
の

市
内
在
住
の
方

【
内
容
】
福
祉
分
野
の
各
種
計

画
等
に
係
る
審
議
、
検
討
な
ど

【
応
募
用
紙
記
入
事
項
】
①
本

人
情
報
（
住
所
、
氏
名[

ふ
り

が
な
］、
生
年
月
日
、
性
別
、

職
業
、
電
話
番
号
、
福
祉
分
野

の
経
験
状
況
）

②
応
募
の
動
機
、
福
祉
の
分
野

で
関
心
の
あ
る
こ
と
、
こ
れ
ま

で
仕
事
や
学
業
、
趣
味
や
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
等
で
か
か
わ
っ
て
き

た
こ
と
、
自
身
の
プ
ロ
フ
ィ
ー

ル
な
ど
（
１
，０
０
０
字
以
内
）

※
応
募
用
紙
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で

き
ま
す
。

【
申
込
み
】
2
月
4
日
㈪
午
前

8
時
30
分
～
20
日
㈬
午
後
5
時

15
分
（
郵
送
の
場
合
は
、
期
間

内
必
着
）
の
間
に
、
指
定
の
応

募
用
紙
（
②
は
別
紙
に
よ
り

提
出
可
）
に
必
要
事
項
を
記

入
の
う
え
、
郵
送
（
〒
197
―

８
５
０
１
福
生
市
本
町
5
福

生
市
福
祉
保
健
部
社
会
福
祉

課
福
祉
総
務
係
）、
フ
ァ
ク
ス 

（

551
・

１
８
７
７
）、
ま
た
は

直
接
、
市
役
所
１
階
10
番
社
会

福
祉
課
（
☎
551
・

１
５
２
２
）

窓
口
へ
。

※
提
出
書
類
は
返
却
し
ま
せ

ん
。
ま
た
、
応
募
多
数
の
場
合

は
選
考
を
行
い
、
結
果
は
、
郵

送
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

住所異動の際には必ず 14 日以内に
届出を行ってください

火
災
予
防
に
つ
い
て
学
ん
だ

り
、
初
期
消
火
訓
練
、
応
急
救

護
訓
練
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
地
域
の
お
祭
り
の
パ

レ
ー
ド
に
鼓
笛
演
奏
を
通
じ
て

参
加
し
、
防
火
防
災
思
想
の
普

及
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
そ

の
ほ
か
、
キ
ャ
ン
プ
な
ど
の
楽

し
い
団
体
活
動
も
あ
り
ま
す
。

【
対
象
】
福
生
市
・

羽
村
市
・

瑞

穂
町
に
住
ん
で
い
る
新
年
度
小

学
３
年
生
か
ら
中
学
３
年
生
ま

で
の
男
女

※
入
団
費
用
な
ど
の
詳
細
は
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
申
込
み
】
3
月
22
日
㈮
ま
で

に
福
生
消
防
署
防
災
安
全
係 

☎
552
・

０
１
１
９
へ
。

９
時
～
午
後
４
時
（
6
時
間
）

【
報
酬
】
日
額
１
２
，
０
０
０
円

【
試
験
方
法
】
面
接
（
2
月
19

日
㈫
）

【
申
込
み
】
2
月
1
日
㈮
～
15

日
㈮
（
土
・

日
・

祝
日
を
除
く
）

の
間
に
、
本
人
が
履
歴
書
（
写

真
貼
付
）
お
よ
び
資
格
を
有

す
る
こ
と
を
証
明
で
き
る
も

の
の
原
本
お
よ
び
写
し
（
資

格
を
有
す
る
場
合
の
み
）
を

持
参
の
う
え
、
直
接
、
市
役

所
第
一
棟
5
階
職
員
課
☎

551
・

１
５
８
９
へ
。

日
（
６
回
ま
た
は
16
回
を
年
間

８
コ
ー
ス
）
と
、
月
１
回
の
会

議
・

研
修
の
年
間
約
90
日
程
度

（
夏
冬
の
幼
稚
園
・

小
学
校
の

長
期
休
業
期
間
を
除
く
）

【
勤
務
時
間
】
原
則
、
午
前
９

時
30
分
～
午
後
1
時
30
分

【
報
酬
】
時
間
額
１
，
０
８
０
円

※
交
通
費
の
支
給
な
し

【
勤
務
内
容
】
準
備･

保
育･

片
付
け
、
保
育
日
誌
作
成
等

【
勤
務
先
】
公
民
館
本
館
・

公

民
館
松
林
分
館
・

公
民
館
白
梅

分
館

【
面
接
日
時
】
２
月
19
日
㈫
午

前
（
詳
細
な
時
間
は
、
追
っ
て

連
絡
し
ま
す
。）

【
面
接
場
所
】
さ
く
ら
会
館
集

会
室

【
申
込
み
】
２
月
５
日
㈫
～
14

日
㈭
午
前
９
時
～
午
後
５
時

（
２
月
12
日
㈫
を
除
く
）
の
間

に
、
本
人
が
履
歴
書
（
写
真
貼

付
）
お
よ
び
資
格
を
証
明
で
き

る
も
の
の
写
し
、
ま
た
は
資
格

取
得
見
込
証
明
書
を
持
参
の
う

え
、
直
接
公
民
館
公
民
館
係
（
さ

く
ら
会
館
内
☎
552
・

２
１
１
８
）

へ
。

【人口と世帯数（平成 31 年 1 月 1 日現在）】【人口】〈男〉29,132〈女〉29,111〈計〉58,243【世帯数】30,506【問合せ】総合窓口課☎ 551・1595

◆市内に転入したときは
　住み始めてから14日以内に転入の届出が必要です。

・他の市区町村から転入する場合→前住所地の市区町

村で交付を受けた転出証明書が必要です。

・海外から転入する場合→パスポート、戸籍謄本およ

び附票（外国籍の方は在留カード等）が必要です（月

～金曜日の午後 4時 30分ごろまで受付）。

◆市外へ転出するときは
　転出の届出が必要です。お渡しする転出証明書を

持って新住所地で転入の届出をしてください(海外へ

転出の場合は、転出証明書は不要です)。

◆市内で転居したときは
　新しい住所に住み始めてから14日以内に転居の届

出が必要です。

◆届出に必要なもの
　運転免許証等の本人確認書類が必要ですので、持

参してください。また次のカードをお持ちの方は、住

所変更の記載をしますので一緒に持参してください。

[通知カード、在留カード、特別永住者証明書◎マイ

ナンバー（個人番号）カード◎住民基本台帳カード 

※◎は、継続利用の手続ができなくなりますので異動

日から14日以内に手続をしてください。］

【注意事項】例年２月から５月は窓口が混み合い、手続

に時間がかかる場合があります。時間に余裕を持って、

午後 4時 30分（水曜日は午後 7時 30分）ごろまでに

市役所１階７番総合窓口課へお越しください。

【問合せ】総合窓口課☎ 551･1595


